
○

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
（
第
一
条
―
第
七
条
）

第
一
章

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
（
第
一
条
―
第
七
条
）

第
二
章

住
宅
事
業
建
築
主
の
新
築
す
る
一
戸
建
て
の
住
宅
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能
の
一
層
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
住
宅
の
構
造
及
び
設
備
に
関
す

る
基
準
（
第
八
条
・
第
九
条
）

第
三
章

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
の
一
層
の
促
進
の
た
め
に
誘

第
二
章

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
の
一
層
の
促
進
の
た
め
に
誘

導
す
べ
き
基
準
（
第
十
条
―
第
十
三
条
）

導
す
べ
き
基
準
（
第
八
条
―
第
十
一
条
）

附
則

附
則

第
一
章

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準

第
一
章

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準

（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
）

（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
）

第
一
条

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」

第
一
条

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
号
の
経
済
産
業
省
令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準

と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
号
の
経
済
産
業
省
令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
基
準
と
す
る
。

る
基
準
と
す
る
。

一

非
住
宅
部
分
（
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
非
住
宅
部
分
を
い
う
。
以

一

非
住
宅
部
分
（
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
非
住
宅
部
分
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
を
有
す
る
建
築
物
（
複
合
建
築
物
（
非
住
宅
部
分
及
び
住
宅
部
分

下
同
じ
。
）
を
有
す
る
建
築
物
（
複
合
建
築
物
（
非
住
宅
部
分
及
び
住
宅
部
分

（
同
項
に
規
定
す
る
住
宅
部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
建
築
物
を

（
同
項
に
規
定
す
る
住
宅
部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
建
築
物
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
第
十
条
第
一
号
に
お
い
て
「
非
住
宅
建
築
物

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
第
八
条
第
一
号
に
お
い
て
「
非
住
宅
建
築
物

」
と
い
う
。
）

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

」
と
い
う
。
）

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
適
切
に
評
価
で
き
る

。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
適
切
に
評
価
で
き
る

(参考資料１－３)
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方
法
と
認
め
る
方
法
に
よ
っ
て
非
住
宅
部
分
が
備
え
る
べ
き
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

方
法
と
認
め
る
方
法
に
よ
っ
て
非
住
宅
部
分
が
備
え
る
べ
き
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能
を
有
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

性
能
を
有
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。

。

イ
・
ロ

（
略
）

イ

非
住
宅
部
分
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
（
実
際
の
設
計
仕
様
の
条

件
を
基
に
算
定
し
た
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
（
一
年
間
に
消
費
す
る
エ
ネ

ル
ギ
ー
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四

年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
量
を
熱
量
に
換
算
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
非
住
宅
部
分
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量

（
床
面
積
、
設
備
等
の
条
件
に
よ
り
定
ま
る
、
基
準
と
な
る
一
次
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
量
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

ロ

非
住
宅
部
分
の
用
途
と
同
一
の
用
途
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
モ
デ
ル

建
築
物
（
国
土
交
通
大
臣
が
用
途
に
応
じ
て
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
の
算

出
に
用
い
る
べ
き
標
準
的
な
建
築
物
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
が
、
当
該
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
量
モ
デ
ル
建
築
物
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
を
超
え
な
い
こ
と
。

二

住
宅
部
分
を
有
す
る
建
築
物
（
複
合
建
築
物
を
除
く
。
第
十
条
第
二
号
に
お

二

住
宅
部
分
を
有
す
る
建
築
物
（
複
合
建
築
物
を
除
く
。
第
八
条
第
二
号
に
お

い
て
「
住
宅
」
と
い
う
。
）

次
の
イ
及
び
ロ
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

い
て
「
住
宅
」
と
い
う
。
）

次
の
イ
及
び
ロ
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
適
切
に
評
価
で
き
る

。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
適
切
に
評
価
で
き
る

方
法
と
認
め
る
方
法
に
よ
っ
て
住
宅
部
分
が
備
え
る
べ
き
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

方
法
と
認
め
る
方
法
に
よ
っ
て
住
宅
部
分
が
備
え
る
べ
き
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

能
を
有
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

能
を
有
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ

次
の
⑴
又
は
⑵
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑴

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
単
位
住
戸
（
住
宅
部

分
の
一
の
住
戸
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
外
皮
平
均
熱
貫
流
率
（
単
位

住
戸
の
内
外
の
温
度
差
一
度
当
た
り
の
総
熱
損
失
量
（
換
気
に
よ
る
熱
損

失
量
を
除
く
。
）
を
外
皮
（
外
気
等
（
外
気
又
は
外
気
に
通
じ
る
床
裏
、
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小
屋
裏
、
天
井
裏
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
建
築
物
の
部
分
を
い
う
。
）

に
接
す
る
天
井
（
小
屋
裏
又
は
天
井
裏
が
外
気
に
通
じ
て
い
な
い
場
合
に

あ
っ
て
は
、
屋
根
）
、
壁
、
床
及
び
開
口
部
並
び
に
当
該
単
位
住
戸
以
外

の
建
築
物
の
部
分
に
接
す
る
部
分
を
い
う
。
以
下
⑴
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
面
積
で
除
し
た
数
値
を
い
う
。
以
下
⑴
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
冷
房

期
（
一
年
間
の
う
ち
一
日
の
最
高
気
温
が
二
十
三
度
以
上
と
な
る
全
て
の

期
間
を
い
う
。
以
下
⑴
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
平
均
日
射
熱
取
得
率
（
日

射
量
に
対
す
る
室
内
に
侵
入
す
る
日
射
量
の
割
合
を
外
皮
の
面
積
に
よ
り

加
重
平
均
し
た
数
値
を
い
う
。
以
下
⑴
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
地
域
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
及
び
下

欄
に
掲
げ
る
数
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

外
皮
平
均
熱
貫
流
率
（
単
位

地
域
の
区
分

一
平
方
メ
ー
ト
ル
一
度
に
つ

冷
房
期
の
平
均
日
射
熱
取
得
率

き
ワ
ッ
ト
）

一

〇
・
四
六

―

二

〇
・
四
六

―

三

〇
・
五
六

―

四

〇
・
七
五

―

五

〇
・
八
七

三
・
〇

六

〇
・
八
七

二
・
八

七

〇
・
八
七

二
・
七

八

―

三
・
二

⑵

住
宅
部
分
が
外
壁
、
窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失
の
防
止
に
関
す
る
国

土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

ロ

次
の
⑴
又
は
⑵
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑴

住
宅
部
分
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
が
、
住
宅
部
分
の
基
準
一
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次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
を
超
え
な
い
こ
と
。

⑵

住
宅
部
分
が
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
に
関
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
定

め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

複
合
建
築
物

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
（
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
特
定
建
築
行
為
（
法
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
増
改
築
を
除

く
。
）
に
係
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
イ
）
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

非
住
宅
部
分
が
第
一
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
住
宅
部
分
が

前
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

ロ

次
の
⑴
及
び
⑵
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑴

複
合
建
築
物
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
が
、
複
合
建
築
物
の
基

準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
を
超
え
な
い
こ
と
。

⑵

住
宅
部
分
が
前
号
イ
に
適
合
す
る
こ
と
。

２

（
略
）

２

前
項
第
二
号
イ
⑴
の
地
域
の
区
分
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
別
に
定
め
る
も
の
と

す
る
。

（
非
住
宅
部
分
に
係
る
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
）

（
非
住
宅
部
分
に
係
る
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
）

第
二
条

前
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
非
住
宅
部
分
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量

第
二
条

前
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
非
住
宅
部
分
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ

及
び
同
号
ロ
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
モ
デ
ル
建
築
物
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
量
及
び
同
号
ロ
に
規
定
す
る
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
モ
デ
ル
建
築
物
の

ー
消
費
量
は
、
次
の
式
に
よ
り
算
出
し
た
数
値(

そ
の
数
値
に
小
数
点
以
下
一
位

設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
は
、
次
の
式
に
よ
り
算
出
し
た
数
値(

そ
の
数
値

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
上
げ
る
。)

と
す
る
。

に
小
数
点
以
下
一
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
上
げ
る
。)

と

（
式
略
）

す
る
。

（
式
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
非
住
宅
部
分
に
係
る
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
）

（
非
住
宅
部
分
に
係
る
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
）

第
三
条

第
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
非
住
宅
部
分
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

第
三
条

第
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
非
住
宅
部
分
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル
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量
及
び
同
号
ロ
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
モ
デ
ル
建
築
物
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
量
及
び
同
号
ロ
に
規
定
す
る
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
モ
デ
ル
建
築
物

ギ
ー
消
費
量
は
、
次
の
式
に
よ
り
算
出
し
た
数
値(

そ
の
数
値
に
小
数
点
以
下
一

の
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
は
、
次
の
式
に
よ
り
算
出
し
た
数
値(

そ
の
数

位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
上
げ
る
。)

と
す
る
。

値
に
小
数
点
以
下
一
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
上
げ
る
。)

（
式
略
）

と
す
る
。

（
式
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
住
宅
部
分
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
）

（
住
宅
部
分
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
）

第
四
条

第
一
条
第
一
項
第
二
号
ロ
⑴
の
住
宅
部
分
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

第
四
条

第
一
条
第
一
項
第
二
号
ロ
⑴
に
規
定
す
る
住
宅
部
分
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル

量
（
住
宅
部
分
の
単
位
住
戸
の
数
が
一
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
第
三
項
の

ギ
ー
消
費
量
（
住
宅
部
分
の
単
位
住
戸
の
数
が
一
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び

単
位
住
戸
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
は
、
次
の
式
に
よ
り
算
出
し
た
数
値

第
三
項
に
規
定
す
る
単
位
住
戸
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
は
、
次
の
式
に

（
そ
の
数
値
に
小
数
点
以
下
一
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
上

よ
り
算
出
し
た
数
値
（
そ
の
数
値
に
小
数
点
以
下
一
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

げ
る
。
）
と
す
る
。

は
、
こ
れ
を
切
り
上
げ
る
。
）
と
す
る
。

（
式
略
）

（
式
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
条
第
一
項
第
二
号
ロ
⑴
の
住
宅
部
分
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
（

３

第
一
条
第
一
項
第
二
号
ロ
⑴
に
規
定
す
る
住
宅
部
分
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー

住
宅
部
分
の
単
位
住
戸
の
数
が
一
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
単
位
住
戸
の
設

消
費
量
（
住
宅
部
分
の
単
位
住
戸
の
数
が
一
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
単
位

計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
の
合
計
と
共
用
部
分
（
住
宅
部
分
の
う
ち
単
位
住
戸

住
戸
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
の
合
計
と
共
用
部
分
（
住
宅
部
分
の
う
ち

以
外
の
部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
と
を
合

単
位
住
戸
以
外
の
部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

計
し
た
数
値
と
す
る
。

量
と
を
合
計
し
た
数
値
と
す
る
。

４

第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
共
用
部
分
の
設
計
一
次
エ
ネ

４

第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
共
用
部
分
の
設
計

ル
ギ
ー
消
費
量
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
住
宅
部
分
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
）

（
住
宅
部
分
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
）

第
五
条

第
一
条
第
一
項
第
二
号
ロ
⑴
の
住
宅
部
分
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

第
五
条

第
一
条
第
一
項
第
二
号
ロ
⑴
に
規
定
す
る
住
宅
部
分
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル

量
（
住
宅
部
分
の
単
位
住
戸
の
数
が
一
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
第
三
項
の

ギ
ー
消
費
量
（
住
宅
部
分
の
単
位
住
戸
の
数
が
一
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び



- 5 -

単
位
住
戸
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
は
、
次
の
式
に
よ
り
算
出
し
た
数
値

第
三
項
に
規
定
す
る
単
位
住
戸
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
は
、
次
の
式
に

（
そ
の
数
値
に
小
数
点
以
下
一
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
上

よ
り
算
出
し
た
数
値
（
そ
の
数
値
に
小
数
点
以
下
一
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

げ
る
。
）
と
す
る
。

は
、
こ
れ
を
切
り
上
げ
る
。
）
と
す
る
。

（
式
略
）

（
式
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
条
第
一
項
第
二
号
ロ
⑴
の
住
宅
部
分
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
（

３

第
一
条
第
一
項
第
二
号
ロ
⑴
に
規
定
す
る
住
宅
部
分
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー

住
宅
部
分
の
単
位
住
戸
の
数
が
一
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
単
位
住
戸
の
基

消
費
量
（
住
宅
部
分
の
単
位
住
戸
の
数
が
一
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
単
位

準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
の
合
計
と
共
用
部
分
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

住
戸
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
の
合
計
と
共
用
部
分
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル

量
と
を
合
計
し
た
数
値
と
す
る
。

ギ
ー
消
費
量
と
を
合
計
し
た
数
値
と
す
る
。

４

第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
共
用
部
分
の
基
準
一
次
エ
ネ

４

第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
共
用
部
分
の
基
準

ル
ギ
ー
消
費
量
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
複
合
建
築
物
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
）

（
複
合
建
築
物
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
）

第
六
条

第
一
条
第
一
項
第
三
号
ロ
⑴
の
複
合
建
築
物
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

第
六
条

第
一
条
第
一
項
第
三
号
ロ
⑴
に
規
定
す
る
複
合
建
築
物
の
設
計
一
次
エ
ネ

費
量
は
、
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
非
住
宅
部
分
の
設
計
一
次
エ

ル
ギ
ー
消
費
量
は
、
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
非
住
宅
部
分
の
設

ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
と
第
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
住
宅

計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
と
第
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
出

部
分
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
と
を
合
計
し
た
数
値
と
す
る
。

し
た
住
宅
部
分
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
と
を
合
計
し
た
数
値
と
す
る
。

（
複
合
建
築
物
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
）

（
複
合
建
築
物
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
）

第
七
条

第
一
条
第
一
項
第
三
号
ロ
⑴
の
複
合
建
築
物
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

第
七
条

第
一
条
第
一
項
第
三
号
ロ
⑴
に
規
定
す
る
複
合
建
築
物
の
基
準
一
次
エ
ネ

費
量
は
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
非
住
宅
部
分
の
基
準
一
次
エ

ル
ギ
ー
消
費
量
は
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
非
住
宅
部
分
の
基

ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
と
第
五
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
住
宅

準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
と
第
五
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
出

部
分
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
と
を
合
計
し
た
数
値
と
す
る
。

し
た
住
宅
部
分
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
と
を
合
計
し
た
数
値
と
す
る
。

第
二
章

住
宅
事
業
建
築
主
の
新
築
す
る
一
戸
建
て
の
住
宅
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
の
一
層
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
住
宅
の
構
造
及
び
設
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備
に
関
す
る
基
準

（
住
宅
事
業
建
築
主
の
新
築
す
る
一
戸
建
て
の
住
宅
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の

一
層
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
住
宅
の
構
造
及
び
設
備
に
関
す
る
基
準
）

第
八
条

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基

（
新
設
）

準
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
基
準
と
す
る
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
を
適
切
に
評
価
で
き
る
方
法
と
認
め
る
方
法
に
よ
っ
て
住
宅
事
業

建
築
主
の
新
築
す
る
一
戸
建
て
の
住
宅
が
備
え
る
べ
き
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を

有
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

住
宅
事
業
建
築
主
が
平
成
三
十
二
年
度
以
降
に
新
築
す
る
一
戸
建
て
の
住
宅

が
、
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

住
宅
事
業
建
築
主
が
各
年
度
に
新
築
す
る
一
戸
建
て
の
住
宅
に
係
る
第
一
条

第
一
項
第
二
号
ロ
⑴
の
住
宅
部
分
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
の
合
計
が

、
当
該
年
度
に
新
築
す
る
一
戸
建
て
の
住
宅
の
住
宅
事
業
建
築
主
基
準
一
次
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
（
床
面
積
、
設
備
等
の
条
件
に
よ
り
定
ま
る
、
住
宅
事
業
建

築
主
の
新
築
す
る
一
戸
建
て
の
住
宅
に
係
る
基
準
と
な
る
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
量
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
を
超
え
な
い
こ
と
。

（
住
宅
事
業
建
築
主
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
）

第
九
条

住
宅
事
業
建
築
主
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
住
宅
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

住
宅
事
業
建
築
主
が
平
成
三
十
一
年
度
ま
で
に
新
築
す
る
一
戸
建
て
の
住
宅

次
の
式
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
（
そ
の
数
値
に
小
数
点
以
下
一
位
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
上
げ
る
。
）

E
S
T

＝{

（E
S
H

＋E
S
C

＋E
S
V

＋E
S
L

＋E
S
W

）×
0
.
9

＋E
M

｝×
1
0
-
3

本
条
に
お
い
て
、

、

、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次

EST

ESH

ESC

ESV

ESL

ESW

EM

の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。
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住
宅
事
業
建
築
主
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
（
単
位

一
年

EST
に
つ
き
ギ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
）

第
五
条
第
一
項
の
暖
房
設
備
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
（

ESH
単
位

一
年
に
つ
き
メ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
）

第
五
条
第
一
項
の
冷
房
設
備
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
（

ESC
単
位

一
年
に
つ
き
メ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
）

第
五
条
第
一
項
の
機
械
換
気
設
備
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

ESV
量
（
単
位

一
年
に
つ
き
メ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
）

第
五
条
第
一
項
の
照
明
設
備
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
（

ESL
単
位

一
年
に
つ
き
メ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
）

第
五
条
第
一
項
の
給
湯
設
備
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
（

ESW
単
位

一
年
に
つ
き
メ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
）

第
五
条
第
一
項
の
そ
の
他
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
（
単
位

一

EM
年
に
つ
き
メ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
）

二

住
宅
事
業
建
築
主
が
平
成
三
十
二
年
度
以
降
に
新
築
す
る
一
戸
建
て
の
住
宅

次
の
式
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
（
そ
の
数
値
に
小
数
点
以
下
一
位
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
上
げ
る
。
）

E
S
T

＝{

（E
S
H

＋E
S
C

＋E
S
V

＋E
S
L

＋E
S
W

）×
0
.
8
5

＋E
M

｝×
1
0
-
3

第
三
章

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
の
一
層
の
促
進
の
た
め

第
二
章

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
の
一
層
の
促
進
の
た
め

に
誘
導
す
べ
き
基
準

に
誘
導
す
べ
き
基
準

（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
の
一
層
の
促
進
の
た
め
に
誘
導
す
べ

（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
の
一
層
の
促
進
の
た
め
に
誘
導
す
べ

き
基
準
）

き
基
準
）

第
十
条

法
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め

第
八
条

法
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
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に
定
め
る
基
準
と
す
る
。

に
定
め
る
基
準
と
す
る
。

一

非
住
宅
建
築
物

次
の
イ
及
び
ロ
（
非
住
宅
部
分
の
全
部
を
工
場
、
畜
舎
、

一

非
住
宅
建
築
物

次
の
イ
及
び
ロ
（
非
住
宅
部
分
の
全
部
を
工
場
、
畜
舎
、

自
動
車
車
庫
、
自
転
車
駐
車
場
、
倉
庫
、
観
覧
場
、
卸
売
市
場
、
火
葬
場
そ
の

自
動
車
車
庫
、
自
転
車
駐
車
場
、
倉
庫
、
観
覧
場
、
卸
売
市
場
、
火
葬
場
そ
の

他
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
状
況
に
関
し
て
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
（
イ
⑴
に
お

他
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
状
況
に
関
し
て
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
（
イ
⑴
に
お

い
て
「
工
場
等
」
と
い
う
。
）
の
用
途
に
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ロ
）
に

い
て
「
工
場
等
」
と
い
う
。
）
の
用
途
に
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ロ
）
に

適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能
を
適
切
に
評
価
で
き
る
方
法
と
認
め
る
方
法
に
よ
っ
て
非
住
宅
部
分
が
建

性
能
を
適
切
に
評
価
で
き
る
方
法
と
認
め
る
方
法
に
よ
っ
て
非
住
宅
部
分
が
建

築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
の
一
層
の
促
進
の
た
め
に
誘
導
す
べ
き

築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
の
一
層
の
促
進
の
た
め
に
誘
導
す
べ
き

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
有
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
有
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

こ
の
限
り
で
な
い
。

イ

(

略)

イ

(

略)

ロ

次
の
⑴
又
は
⑵
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
。

ロ

次
の
⑴
又
は
⑵
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑴

第
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
非
住
宅
部
分
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

⑴

第
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
非
住
宅
部
分
の
設
計
一
次
エ
ネ

費
量
が
、
非
住
宅
部
分
の
誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
（
床
面
積

ル
ギ
ー
消
費
量
が
、
非
住
宅
部
分
の
誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量

、
設
備
等
の
条
件
に
よ
り
定
ま
る
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の

（
床
面
積
、
設
備
等
の
条
件
に
よ
り
定
ま
る
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

向
上
の
一
層
の
促
進
の
た
め
に
誘
導
す
べ
き
基
準
と
な
る
一
次
エ
ネ
ル
ギ

費
性
能
の
向
上
の
一
層
の
促
進
の
た
め
に
誘
導
す
べ
き
基
準
と
な
る
一
次

ー
消
費
量
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

⑵

第
一
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
モ
デ
ル
建
築
物

⑵

第
一
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
モ
デ

の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
が
、
当
該
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
モ

ル
建
築
物
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
が
、
当
該
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー

デ
ル
建
築
物
の
誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
を
超
え
な
い
こ
と
。

消
費
量
モ
デ
ル
建
築
物
の
誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
を
超
え
な

二

住
宅

次
の
イ
及
び
ロ
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
国
土
交

い
こ
と
。

通
大
臣
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
適
切
に
評
価
で
き
る
方
法
と
認
め
る
方
法

二

住
宅

次
の
イ
及
び
ロ
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
国
土
交

に
よ
っ
て
住
宅
部
分
が
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
の
一
層
の
促

通
大
臣
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
適
切
に
評
価
で
き
る
方
法
と
認
め
る
方
法

進
の
た
め
に
誘
導
す
べ
き
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
有
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら

に
よ
っ
て
住
宅
部
分
が
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
の
一
層
の
促

れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

進
の
た
め
に
誘
導
す
べ
き
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
有
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら

イ

住
宅
部
分
が
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑴
に
適
合
す
る
こ
と
。

れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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ロ

第
一
条
第
一
項
第
二
号
ロ
⑴
の
住
宅
部
分
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

イ

住
宅
部
分
が
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑴
に
適
合
す
る
こ
と
。

量
が
、
住
宅
部
分
の
誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
を
超
え
な
い
こ
と

ロ

第
一
条
第
一
項
第
二
号
ロ
⑴
に
規
定
す
る
住
宅
部
分
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル

。

ギ
ー
消
費
量
が
、
住
宅
部
分
の
誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
を
超
え

な
い
こ
と
。

三

複
合
建
築
物

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

三

複
合
建
築
物

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

。

。

イ

非
住
宅
部
分
が
第
一
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
住
宅
部
分
が

イ

非
住
宅
部
分
が
第
一
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
住
宅
部
分
が

前
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

前
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

ロ

次
の
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
適
合
す
る
こ
と
。

ロ

次
の
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑴

非
住
宅
部
分
が
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
、
か

⑴

非
住
宅
部
分
が
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
、
か

つ
、
住
宅
部
分
が
同
項
第
二
号
イ
⑴
及
び
ロ
に
適
合
す
る
こ
と
。

つ
、
住
宅
部
分
が
同
項
第
二
号
イ
⑴
及
び
ロ
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑵

第
一
条
第
一
項
第
三
号
ロ
⑴
の
複
合
建
築
物
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー

⑵

第
一
条
第
一
項
第
三
号
ロ
⑴
に
規
定
す
る
複
合
建
築
物
の
設
計
一
次
エ

消
費
量
が
、
複
合
建
築
物
の
誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
を
超
え

ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
が
、
複
合
建
築
物
の
誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

な
い
こ
と
。

量
を
超
え
な
い
こ
と
。

⑶

非
住
宅
部
分
が
第
一
号
イ
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑶

非
住
宅
部
分
が
第
一
号
イ
に
適
合
す
る
こ
と
。

（
非
住
宅
部
分
に
係
る
誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
）

（
非
住
宅
部
分
に
係
る
誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
）

第
十
一
条

前
条
第
一
号
ロ
⑴
の
非
住
宅
部
分
の
誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

第
九
条

前
条
第
一
号
ロ
⑴
に
規
定
す
る
非
住
宅
部
分
の
誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ

量
及
び
同
号
ロ
⑵
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
モ
デ
ル
建
築
物
の
誘
導
基
準
一
次

ー
消
費
量
及
び
同
号
ロ
⑵
に
規
定
す
る
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
モ
デ
ル
建
築
物

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
は
、
次
の
式
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
（
そ
の
数
値
に
小
数
点

の
誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
は
、
次
の
式
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
（
そ

以
下
一
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
上
げ
る
。
）
と
す
る
。

の
数
値
に
小
数
点
以
下
一
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
上
げ
る

（
式
略
）

。
）
と
す
る
。

（
式
略
）

（
住
宅
部
分
の
誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
）

（
住
宅
部
分
の
誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
）

第
十
二
条

第
十
条
第
二
号
ロ
の
住
宅
部
分
の
誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量

第
十
条

第
八
条
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
住
宅
部
分
の
誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
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（
住
宅
部
分
の
単
位
住
戸
の
数
が
一
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
次
項
の
単
位

消
費
量
（
住
宅
部
分
の
単
位
住
戸
の
数
が
一
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
次
項

住
戸
の
誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
は
、
次
の
式
に
よ
り
算
出
し
た
数
値

に
規
定
す
る
単
位
住
戸
の
誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
は
、
次
の
式
に
よ

（
そ
の
数
値
に
小
数
点
以
下
一
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
上

り
算
出
し
た
数
値
（
そ
の
数
値
に
小
数
点
以
下
一
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は

げ
る
。
）
と
す
る
。

、
こ
れ
を
切
り
上
げ
る
。
）
と
す
る
。

（
式
略
）

E
S
T

＝{

（E
S
H

＋E
S
C

＋E
S
V

＋E
S
L

＋E
S
W

）×
0
.
9

＋E
M

｝×
1
0
-
3

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次

EST

ESH

ESC

ESV

ESL

ESW

EM

の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
（
単
位

一
年
に
つ
き
ギ
ガ
ジ

EST
ュ
ー
ル
）

第
五
条
第
一
項
の
暖
房
設
備
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
（
単

ESH
位

一
年
に
つ
き
メ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
）

第
五
条
第
一
項
の
冷
房
設
備
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
（
単

ESC
位

一
年
に
つ
き
メ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
）

第
五
条
第
一
項
の
機
械
換
気
設
備
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量

ESV
（
単
位

一
年
に
つ
き
メ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
）

第
五
条
第
一
項
の
照
明
設
備
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
（
単

ESL
位

一
年
に
つ
き
メ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
）

第
五
条
第
一
項
の
給
湯
設
備
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
（
単

ESW
位

一
年
に
つ
き
メ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
）

第
五
条
第
一
項
の
そ
の
他
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
（
単
位

一
年

EM
に
つ
き
メ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
）

２

第
十
条
第
二
号
ロ
の
住
宅
部
分
の
誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
（
住
宅

２

第
八
条
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
住
宅
部
分
の
誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

部
分
の
単
位
住
戸
の
数
が
一
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
単
位
住
戸
の
誘
導
基

量
（
住
宅
部
分
の
単
位
住
戸
の
数
が
一
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
単
位
住
戸

準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
の
合
計
と
共
用
部
分
の
誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
の
合
計
と
共
用
部
分
の
誘
導
基
準
一
次
エ

消
費
量
と
を
合
計
し
た
数
値
と
す
る
。

ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
と
を
合
計
し
た
数
値
と
す
る
。

３

前
条
の
規
定
は
、
前
項
の
共
用
部
分
の
誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
に

３

前
条
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
共
用
部
分
の
誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
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つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「E

S
T

＝{

（E
S
A
C

＋E
S
V

＋E
S
L

消
費
量
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「E

S
T

＝{

（E
S
A
C

＋

＋E
S
W

＋E
S
E
V

）×
0
.
8

＋E
M

｝×
1
0
-
3

」
と
あ
る
の
は
「E

S
T

＝{

（E
S
A
C

＋E
S
V

＋E
S
L

＋E
E
S
V

＋E
S
L

＋E
S
W

＋E
S
E
V

）×
0
.
8

＋E
M

｝×
1
0
-
3

」
と
あ
る
の
は
「E

S
T

＝{

（E
S
A
C

＋E
S
V

S
W

＋E
S
E
V

）×
0
.
9

＋E
M

｝×
1
0
-
3

」
と
す
る
。

＋E
S
L

＋E
S
W

＋E
S
E
V

）×
0
.
9

＋E
M

｝×
1
0
-
3

」
と
す
る
。

（
複
合
建
築
物
の
誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
）

（
複
合
建
築
物
の
誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
）

第
十
三
条

第
十
条
第
三
号
ロ
⑵
の
複
合
建
築
物
の
誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

第
十
一
条

第
八
条
第
三
号
ロ
⑵
に
規
定
す
る
複
合
建
築
物
の
誘
導
基
準
一
次
エ
ネ

費
量
は
、
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
非
住
宅
部
分
の
誘
導
基
準
一
次
エ

ル
ギ
ー
消
費
量
は
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
非
住
宅
部
分
の
誘
導
基
準

ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
と
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
住
宅
部

一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
と
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た

分
の
誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
と
を
合
計
し
た
数
値
と
す
る
。

住
宅
部
分
の
誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
と
を
合
計
し
た
数
値
と
す
る
。

附

則

附

則

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
建
築
物
の
非
住
宅
部
分
に
つ
い
て
、

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
建
築
物
の
非
住
宅
部
分
に
つ
い
て
、

第
三
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第

第
三
条
及
び
第
九
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
三

三
条
第
一
項
中
「E

S
T

＝
（E

S
A
C

＋E
S
V

＋E
S
L

＋E
S
W

＋E
S
E
V

＋E
M

）×
1
0
-
3

」
と
あ
る
の

条
第
一
項
中
「E

S
T

＝
（E

S
A
C

＋E
S
V

＋E
S
L

＋E
S
W

＋E
S
E
V

＋E
M

）×
1
0
-
3

」
と
あ
る
の
は

は
「E

S
T

＝{
(
E
S
A
C

＋E
S
V

＋E
S
L

＋E
S
W

＋E
S
E
V

）×
1
.
1

＋E
M

｝×
1
0
-
3

」
と
、
第
十
一
条

「E
S
T

＝{
(
E
S
A
C

＋E
S
V

＋E
S
L

＋E
S
W

＋E
S
E
V

）×
1
.
1

＋E
M

｝×
1
0
-
3

」
と
、
第
九
条
中
「

中
「E

S
T

＝{
(
E
S
A
C

＋E
S
V

＋E
S
L

＋E
S
W

＋E
S
E
V

）×
0
.
8

＋E
M

｝×
1
0
-
3

」
と
あ
る
の
は
「

E
S
T

＝{
(
E
S
A
C

＋E
S
V

＋E
S
L

＋E
S
W

＋E
S
E
V

）×
0
.
8

＋E
M

｝×
1
0
-
3

」
と
あ
る
の
は
「E

S
T

E
S
T

＝
（E

S
A
C

＋E
S
V

＋E
S
L

＋E
S
W

＋E
S
E
V

＋E
M

）×
1
0
-
3

」
と
す
る
。

＝
（E

S
A
C

＋E
S
V

＋E
S
L

＋E
S
W

＋E
S
E
V

＋E
M

）×
1
0
-
3

」
と
す
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
建
築
物
の
非
住
宅
部
分
に
つ
い
て
、
第
十

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
建
築
物
の
非
住
宅
部
分
に
つ
い
て
、
第
八

条
第
一
号
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
号
イ
の
規
定

条
第
一
号
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
号
イ
の
規
定

は
、
適
用
し
な
い
。

は
、
適
用
し
な
い
。

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
建
築
物
の
住
宅
部
分
に
つ
い
て
、
第
五
条

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
建
築
物
の
住
宅
部
分
に
つ
い
て
、
第
五
条
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及
び
第
十
二
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
五
条
第

及
び
第
十
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
五
条
第
一

一
項
中
「E

S
T

＝
（E

S
H

＋E
S
C

＋E
S
V

＋E
S
L

＋E
S
W

＋E
M

）×
1
0
-
3

」
と
あ
る
の
は
「E

S
T

＝

項
中
「E

S
T

＝
（E
S
H

＋E
S
C

＋E
S
V

＋E
S
L

＋E
S
W

＋E
M

）×
1
0
-
3

」
と
あ
る
の
は
「E

S
T

＝{
(

{
(
E
S
H

＋E
S
C

＋E
S
V

＋E
S
L

＋E
S
W

）×
1
.
1

＋E
M }
×
1
0
-
3

」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
準
用

E
S
H

＋E
S
C

＋E
S
V

＋E
S
L

＋E
S
W

）×
1
.
1

＋E
M }
×
1
0
-
3

」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
準
用
す

す
る
。
」
と
あ
る
の
は
「
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「

る
。
」
と
あ
る
の
は
「
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「E

S

E
S
T

＝
（E

S
A
C

＋E
S
V

＋E
S
L

＋E
S
W

＋E
S
E
V

＋E
M

）×
1
0
-
3

」
と
あ
る
の
は
、
「E

S
T

＝{
(
E
S
A
C

T

＝
（E
S
A
C

＋E
S
V

＋E
S
L

＋E
S
W

＋E
S
E
V

＋E
M

）×
1
0
-
3

」
と
あ
る
の
は
、
「E

S
T

＝{
(
E
S
A
C

＋E
S
V

＋E
S
L

＋E
S
W

＋E
S
E
V

）×
1
.
1

＋E
M }
×
1
0
-
3

」
と
す
る
。
」
と
、
第
十
二
条
第

＋E
S
V

＋E
S
L

＋E
S
W

＋E
S
E
V

）×
1
.
1

＋E
M }
×
1
0
-
3

」
と
す
る
。
」
と
、
第
十
条
第
一

一
項
中
「E

S
T

＝{
(
E
S
H

＋E
S
C

＋E
S
V

＋E
S
L

＋E
S
W

）×
0
.
9

＋E
M

｝×
1
0
-
3

」
と
あ
る
の

項
中
「E

S
T

＝{
(
E
S
H

＋E
S
C

＋E
S
V

＋E
S
L

＋E
S
W

）×
0
.
9

＋E
M

｝×
1
0
-
3

」
と
あ
る
の
は

は
「E

S
T

＝
（E

S
H

＋E
S
C

＋E
S
V

＋E
S
L

＋E
S
W

＋E
M

）×
1
0
-
3

」
と
、
同
条
第
三
項
中
「E
S
T

「E
S
T

＝
（E

S
H

＋E
S
C

＋E
S
V

＋E
S
L

＋E
S
W

＋E
M

）×
1
0
-
3

」
と
、
同
条
第
三
項
中
「E

S
T

＝

＝{
(
E
S
A
C

＋E
S
V

＋E
S
L

＋E
S
W

＋E
S
E
V

）×
0
.
9

＋E
M

｝×
1
0
-
3

」
と
あ
る
の
は
「E

S
T

＝
（

{
(
E
S
A
C

＋E
S
V

＋E
S
L

＋E
S
W

＋E
S
E
V

）×
0
.
9

＋E
M

｝×
1
0
-
3

」
と
あ
る
の
は
「E

S
T

＝
（E

S

E
S
A
C

＋E
S
V

＋E
S
L

＋E
S
W

＋E
S
E
V

＋E
M

）×
1
0
-
3

」
と
す
る
。

A
C

＋E
S
V

＋E
S
L

＋E
S
W

＋E
S
E
V

＋E
M

）×
1
0
-
3

」
と
す
る
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
建
築
物
の
住
宅
部
分
に
つ
い
て
、
第
十
条

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
建
築
物
の
住
宅
部
分
に
つ
い
て
、
第
八
条

第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
号
イ
の
規
定
は

第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
号
イ
の
規
定
は

、
適
用
し
な
い
。

、
適
用
し
な
い
。

別
表

（第
十
条
関
係

）

別
表

（第
八
条
関
係

）

（表
略

）

（表
略

）
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○

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
（
附
則
第
２
項
関
係
）

改

正

後

改

正

前

様
式
第
三
十
三

（第
二
十
三
条
第
一
項
関
係

）
（日

本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番

）

様
式
第
一

（第
一
条
関
係

）
（日

本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番

）

（第
一
面

）

（第
一
面

）

（略

）

（第
二
面

）

（略
）

（第
三
面

）

（第
三
面

）

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ

ー消
費
性
能
向
上
計
画

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ

ー消
費
性
能
向
上
計
画

１
新
築
等
を
し
よ
う
と
す
る
建
築
物
の
位
置

延
べ
面
積

構
造

設
備
及
び
用

１
新
築
等
を
し
よ
う
と
す
る
建
築
物
の
位
置

延
べ
面
積

構
造

設
備
及
び
用

．
、

、
、

．
、

、
、

途
並
び
に
敷
地
面
積
に
関
す
る
事
項

途
並
び
に
敷
地
面
積
に
関
す
る
事
項

[
建
築
物
に
関
す
る
事
項
]

[
建
築
物
に
関
す
る
事
項
]

（略

）

（略

）

【1
4
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ

ー消
費
性
能

】

【1
4
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ

ー消
費
性
能

】

．
．

1
外
壁

窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失
の
防
止
に
関
す
る
事
項

1
外
壁

窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失
の
防
止
に
関
す
る
事
項

．
、

．
、

⑴
非
住
宅
建
築
物
又
は
複
合
建
築
物
の
非
住
宅
部
分

⑴
非
住
宅
建
築
物
又
は
複
合
建
築
物
の
非
住
宅
部
分

□
基
準
省
令
第
1
0
条
第
１
号
イ
⑴
の
基
準

□
基
準
省
令
第
1
0
条
第
１
号

□
基
準
省
令
第
８
条
第
１
号
イ
⑴
の
基
準

□
基
準
省
令
第
８
条
第
１
号

イ
⑵
の
基
準

イ
⑵
の
基
準

年
間
熱
負
荷
係
数

M
J
/

（㎡
・
年

）
（基

準
値

年
間
熱
負
荷
係
数

M
J
/

（㎡
・
年

）
（基

準
値

M
J
/

（㎡
・
年

）
）

M
J
/

（㎡
・
年

）
）
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Ｂ
Ｐ
Ｉ

（

）

Ｂ
Ｐ
Ｉ

（

）

□国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
方
法
及
び
そ
の
結
果

□国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
方
法
及
び
そ
の
結
果

（

）

（

）

□基
準
対
象
外

□基
準
対
象
外

⑵

（略
）
⑵

（略

）

2
一
次
エ
ネ
ル
ギ

ー消
費
量
に
関
す
る
事
項

2
一
次
エ
ネ
ル
ギ

ー消
費
量
に
関
す
る
事
項

．
．

⑴
非
住
宅
建
築
物
又
は
複
合
建
築
物
の
非
住
宅
部
分

⑴
非
住
宅
建
築
物
又
は
複
合
建
築
物
の
非
住
宅
部
分

□
基
準
省
令
第
1
0
条
第
１
号
イ
⑴
の
基
準

□
基
準
省
令
第
1
0
条
第
１
号

□
基
準
省
令
第
８
条
第
１
号
イ
⑴
の
基
準

□
基
準
省
令
第
８
条
第
１
号

イ
⑵
の
基
準

イ
⑵
の
基
準

年
間
熱
負
荷
係
数

M
J
/

（㎡
・
年

）
（基

準
値

年
間
熱
負
荷
係
数

M
J
/

（㎡
・
年

）
（基

準
値

M
J
/

（㎡
・
年

）
）

M
J
/

（㎡
・
年

）
）

Ｂ
Ｐ
Ｉ

（

）

Ｂ
Ｐ
Ｉ

（

）

□国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
方
法
及
び
そ
の
結
果

□国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
方
法
及
び
そ
の
結
果

（

）

（

）

□基
準
対
象
外

□基
準
対
象
外

⑵
・
⑶

（略

）

⑵
・
⑶

（略

）

（略

）

（略

）

（第
四
面

）

（第
四
面

）

（略

）

（略

）

（第
五
面

）

（第
五
面

）

（略

）

（略

）

（第
六
面

）

（第
六
面

）

（略

）

（
略
）
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（注
意

）

（注
意

）

１

～３
（略

）

１

～３

（略

）

４
第
三
面
関
係

４
第
三
面
関
係

．
．

①
⑥

（略
）

①
⑥

（略

）

～
～

⑦

【1
4
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ

ー消
費
性
能

】の
欄
は

第
一
面
の

【申
請
の

⑦

【1
4
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ

ー消
費
性
能

】の
欄
は

第
一
面
の

【申
請
の

．
、

．
、

対
象
と
す
る
範
囲

】の
欄
で

「建
築
物
全
体

」又
は

「建
築
物
の
一
部

（非
住

対
象
と
す
る
範
囲

】の
欄
で

「建
築
物
全
体

」又
は

「建
築
物
の
一
部

（非
住

宅
部
分

）
」を

選
ん
だ
場
合
の
み
記
載
し
て
く
だ
さ
い

宅
部
分

）
」を

選
ん
だ
場
合
の
み
記
載
し
て
く
だ
さ
い

。
。

「1
.
外
壁

窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失
の
防
止
に
関
す
る
事
項

」に
つ

「1
.
外
壁

窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失
の
防
止
に
関
す
る
事
項

」に
つ

、
、

い
て
は

以
下
の
内
容
に
従
っ
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い

い
て
は

以
下
の
内
容
に
従
っ
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い

、
。

、
。

⑴

（略

）

⑴

（略

）

⑵

「⑴
非
住
宅
建
築
物
又
は
複
合
建
築
物
の
非
住
宅
部
分

」に
つ
い
て
は

「

⑵

「⑴
非
住
宅
建
築
物
又
は
複
合
建
築
物
の
非
住
宅
部
分

」に
つ
い
て
は

「

、
、

基
準
省
令
第
1
0
条
第
１
号
イ
⑴
の
基
準

」

「基
準
省
令
第
1
0
条
第
１
号
イ

基
準
省
令
第
８
条
第
１
号
イ
⑴
の
基
準

」

「基
準
省
令
第
８
条
第
１
号
イ

、
、

⑵
の
基
準

」

「国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
方
法
及
び
そ
の
結
果

」又
は

「

⑵
の
基
準

」

「国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
方
法
及
び
そ
の
結
果

」又
は

「

、
、

基
準
対
象
外

」の
該
当
す
る
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に

「✓

」マ

ーク
を
入

基
準
対
象
外

」の
該
当
す
る
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に

「✓

」マ

ーク
を
入

、
、

れ
た
上
で
記
載
し
て
く
だ
さ
い

「年
間
熱
負
荷
係
数

」に
つ
い
て
は

基
れ
た
上
で
記
載
し
て
く
だ
さ
い

「年
間
熱
負
荷
係
数

」に
つ
い
て
は

基
。

、
。

、

準
値

（基
準
省
令
別
表
に
掲
げ
る
数
値
を
い
う

）と
併
せ
て
記
載
し
て
く

準
値

（基
準
省
令
別
表
に
掲
げ
る
数
値
を
い
う

）と
併
せ
て
記
載
し
て
く

。
。

だ
さ
い

Ｂ
Ｐ
Ｉ
に
つ
い
て
は

小
数
点
第
二
位
未
満
を
切
り
上
げ
た
数
値

だ
さ
い

Ｂ
Ｐ
Ｉ
に
つ
い
て
は

小
数
点
第
二
位
未
満
を
切
り
上
げ
た
数
値

。
、

。
、

を
記
載
し
て
く
だ
さ
い

を
記
載
し
て
く
だ
さ
い

。
。

⑶
・
⑷

（略

）

⑶
・
⑷

（略

）

「2
.
外
一
次
エ
ネ
ル
ギ

ー消
費
量
に
関
す
る
事
項

」に
つ
い
て
は

以
下

「2
.
外
一
次
エ
ネ
ル
ギ

ー消
費
量
に
関
す
る
事
項

」に
つ
い
て
は

以
下

、
、

の
内
容
に
従
っ
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い

の
内
容
に
従
っ
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い

。
。

⑴
申
請
に
係
る
建
築
物
が
非
住
宅
建
築
物
の
場
合
は

「⑴
非
住
宅
建
築
物
又
は

⑴
申
請
に
係
る
建
築
物
が
非
住
宅
建
築
物
の
場
合
は

「⑴
非
住
宅
建
築
物
又
は

複
合
建
築
物
の
非
住
宅
部
分

」に
住
宅
の
場
合
は

「⑵
住
宅
又
は
複
合
建

複
合
建
築
物
の
非
住
宅
部
分

」に
住
宅
の
場
合
は

「⑵
住
宅
又
は
複
合
建

、
、

築
物
の
住
宅
部
分

」に
記
載
し
て
く
だ
さ
い

（
「基

準
一
次
エ
ネ
ル
ギ

ー消
築
物
の
住
宅
部
分

」に
記
載
し
て
く
だ
さ
い

（
「基

準
一
次
エ
ネ
ル
ギ

ー消

費
量

」の
部
分
を
除
く

）

申
請
に
係
る
建
築
物
が
複
合
建
築
物
で
あ
っ

費
量

」の
部
分
を
除
く

）

申
請
に
係
る
建
築
物
が
複
合
建
築
物
で
あ
っ

。
。

。
。
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て
基
準
省
令
第
1
0
条
第
３
号
イ
の
基
準
に
よ
る
場
合
は

非
住
宅
部
分
及

て
基
準
省
令
第
８
条
第
３
号
イ
の
基
準
に
よ
る
場
合
は

非
住
宅
部
分
及

、
、

、
、

び
住
宅
部
分
に
つ
い
て

そ
れ
ぞ
れ

「⑴
非
住
宅
建
築
物
又
は
複
合
建
築
物

び
住
宅
部
分
に
つ
い
て

そ
れ
ぞ
れ

「⑴
非
住
宅
建
築
物
又
は
複
合
建
築
物

、
、

の
非
住
宅
部
分

」及
び

「⑵
住
宅
又
は
複
合
建
築
物
の
住
宅
部
分

」に
記
載

の
非
住
宅
部
分

」及
び

「⑵
住
宅
又
は
複
合
建
築
物
の
住
宅
部
分

」に
記
載

し
て
く
だ
さ
い

（
「基

準
一
次
エ
ネ
ル
ギ

ー消
費
量

」の
部
分
を
除
く

）

し
て
く
だ
さ
い

（
「基

準
一
次
エ
ネ
ル
ギ

ー消
費
量

」の
部
分
を
除
く

）

。
。

請
に
係
る
建
築
物
が
複
合
建
築
物
で
あ
っ
て

基
準
省
令
第
1
0
条
第
３
号

請
に
係
る
建
築
物
が
複
合
建
築
物
で
あ
っ
て

基
準
省
令
第
８
条
第
３
号

。
、

。
、

ロ
の
基
準
に
よ
る
場
合
は

非
住
宅
部
分
及
び
住
宅
部
分
に
つ
い
て

そ
れ

ロ
の
基
準
に
よ
る
場
合
は

非
住
宅
部
分
及
び
住
宅
部
分
に
つ
い
て

そ
れ

、
、

、
、

ぞ
れ

「⑴
非
住
宅
建
築
物
又
は
複
合
建
築
物
の
非
住
宅
部
分

」及
び

「⑵
住

ぞ
れ

「⑴
非
住
宅
建
築
物
又
は
複
合
建
築
物
の
非
住
宅
部
分

」及
び

「⑵
住

宅
又
は
複
合
建
築
物
の
住
宅
部
分

」に
記
載
の
上

（
「誘

導
基
準
一
次
エ
ネ

宅
又
は
複
合
建
築
物
の
住
宅
部
分

」に
記
載
の
上

（
「誘

導
基
準
一
次
エ
ネ

ル
ギ

ー消
費
量

」の
部
分
を
除
く

）

複
合
建
築
物
全
体
に
つ
い
て

「⑶
ル
ギ

ー消
費
量

」の
部
分
を
除
く

）

複
合
建
築
物
全
体
に
つ
い
て

「⑶
。

、
。

、

複
合
建
築
物

」に
記
載
し
て
く
だ
さ
い

複
合
建
築
物

」に
記
載
し
て
く
だ
さ
い

。
。

⑵

「⑴
非
住
宅
建
築
物
又
は
複
合
建
築
物
の
非
住
宅
部
分

」に
つ
い
て
は

「

⑵

「⑴
非
住
宅
建
築
物
又
は
複
合
建
築
物
の
非
住
宅
部
分

」に
つ
い
て
は

「

、
、

基
準
省
令
第
1
0
条
第
１
号
ロ
⑴
の
基
準

」

「基
準
省
令
1
0
条
第
１
号
ロ
⑵

基
準
省
令
第
８
条
第
１
号
ロ
⑴
の
基
準

」

「基
準
省
令
第
８
条
第
１
号
ロ

、
、

の
基
準

」又
は

「国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
方
法
及
び
そ
の
結
果

」の
該
当

⑵
の
基
準

」又
は

「国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
方
法
及
び
そ
の
結
果

」の
該

す
る
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に

「✓

」マ

ーク
を
入
れ
た
上
で
記
載
し
て
く

当
す
る
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に

「✓

」マ

ーク
を
入
れ
た
上
で
記
載
し
て

、
、

だ
さ
い

Ｂ
Ｐ
Ｉ
に
つ
い
て
は

小
数
点
第
二
位
未
満
を
切
り
上
げ
た
数
値

く
だ
さ
い

Ｂ
Ｐ
Ｉ
に
つ
い
て
は

小
数
点
第
二
位
未
満
を
切
り
上
げ
た
数

。
、

。
、

を
記
載
し
て
く
だ
さ
い

値
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い

。
。

⑶
・
⑷

（略

）

⑶
・
⑷

（略

）

⑧

～⑩

（略

）

⑧

～⑩

（略

）

５

～７

（略

）

５

～７

（略

）
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